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                            令和８年３月３１日 

                            利根町職員考査委員会 

 

 

下記のとおり調査及び審議を行いましたので，ご報告いたします。 

 

記 

 

１ 審議内容 

（案件１）「令和６年きくらげ栽培施設の説明会第３部」での住民説明の真偽に 

ついて 

（案件２）「令和６年度農林業近代化施設解体に関する報告会」での職員の言動 

について 

（案件３）「令和６年農林業近代化施設の石綿含有分析調査結果に関する説明会」 

での職員の言動について 

（案件４） 農林業近代化施設のがれき処理に必要な手続きを怠った等の廃棄物 

処理法違反について 

 

２ 審議の結果 

   慎重に審議を行った結果，以下のとおり判断した。 

 

     案件１から案件３については，利根町職員分限懲戒等審査委員会への諮問事項と

は至らないと判断する。 

案件４については，故意による過失は見当たらないと判断した。 

 

３ 当委員会からの提言 

慎重に審議を重ねた結果，利根町職員分限懲戒等審査委員会への諮問事項とは至

らないものといたしますが，組織全体の規範意識を維持する観点から，以下の２点

を提言いたします。 

 

１．再発防止に向けた深い省察を促すため，町長より直接，厳重な注意と今後の

職務遂行に関する指導をすること。 

  ２．本事件を鑑み，全職員に対し服務規程の遵守を改めて強く指導し，再発防止

に努めること。 


